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お取引条件
シュルター株式会社 www.schurter.com/gtc

製造: スイス連邦共和国、シュルター社 (SCHURTER)およびその関連会社。

単価：　提示された単価は日本円、シュルター株式会社の住所渡し価格です。　消費税は法令によって定められた率を加算してお支払いくださ
い｡　単価は予告なく変動することがあります。

数量：　ご注文数量と納品数量の間に最大10%の過不足が生じることがあります。　不足した数量は不足数量と同金額の検収マイナスをいたし
ます。　

納期：見積書等に提示された納期は、シュルター社およびその関連会社の工場が算出した平均的な納期です。状況によっては予告なく変動する
ことがあります。納期に起因するあらゆる類の責務や損害の賠償はいたしません。

仕様：　製品の仕様はSCHURTERのインターネット・カタログに準じます。　製品の仕様は、予告なく変更・改廃することがあります。

品質：　品質の基準(不具合率)は納品一回の数量の0.65%までをご受諾ください。

書類：　製品にかかわる情報やデーター等はSCHURTERのインターネット上で提供されています。それ以外の情報やデーター等の提供は有償にな
る場合があります。

包装：　製品の包装単位、形状、材質、表示は予告なく変更することがあります。

注文：　ご注文は文書にてお願いします。　ご注文の取り消し、数量の変更、納品日の留保や延期はできません。　　

支払：　納品月の末日に締切、翌月末までに全額現金振込み。

保険：　シュルター株式会社から搬出された製品のあらゆる類の損害は貴社の保険にて補填ください。

保証：　製品の目的や仕様に適合しない使用、改造、手直し等をされた場合は製品の保証はいたしません。
製品の目的や仕様に適合した製品の使用上の保証期間は納品された日から起算して 1年間です。

交換：　納品された日から起算して30日以内に、不具合と判断された理由をシュルター株式会社に報告され、シュルター社およびその関連会社
の工場が不具合であると判断した場合に限り、不具合品と同数量の交換あるいは検収のマイナスをいたします。ただし、ご報告された不具合品
の数量の返送とシュルター株式会社が指示する必要な情報をご提供されることが交換の条件になります。　不具合に起因するあらゆる類の責務
や損害の賠償はいたしません。不具合に起因する交換品、補充品の納期は見積書等に提示された納期とは異なることがあります。　

裁判： お取引についてシュルター株式会社と裁判を行う場合、法務管轄地は、日本国東京都とします。 シュルター社およびその関連会社の工
場と裁判を行う場合、法務管轄地はスイス国ルッエルン市とします。

発行年月日：2009年 7月16日
発行会社：シュルター株式会社
住所：東京都渋谷区神泉町 24-1-1302
発行者：牧野良二           
電話：03 5465 2062(代表)
ファクシミリ：03 3441 5004（専用）
URL     ：www.schurter.com

0
3
 
N
o
v
 
2
0
1
1
 
/
 
1
4
1
.
0
1
 
/
 
j
p


